
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

島 根 県 報

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同

法
に
よ
る
介
護
扶
助
を
担
当
す
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

平成��年��月��日 第�����号(�)

第
一
、
五
二
六
号

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

(

金
曜
日)


�

�
�生

活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
介
護
機
関
の
指
定

(

健
康
福
祉
総
務
課)

一

介
護
保
険
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の

(

高
齢
者
福
祉
課)

二

指
定

保
安
林
の
指
定

(

七
件)

(

森

林

整

備

課)

二

保
安
林
予
定
森
林

(

二
件)

(

〃

)

五

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更

(

〃

)

六

森
林
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
告
示
及
び
掲
示

(

〃

)

六

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小
売
店
舗
新

(
経

営

支

援

課)

六

設
の
届
出

公
有
水
面
埋
立
て
免
許
の
出
願

(

河

川

課)

七

�
�肥

料
の
登
録
の
更
新

(

生

産

振

興

課)

九

都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催

(

三
件)

(

都

市

計

画

課)
九

�������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

��������������������������

�
�
�
�

県
立
学
校
の
組
織
編
成
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

�

四

則島
根
県
立
高
等
学
校
通
学
区
域
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
六

�
�
�
�

島
根
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
代
行
に
関
す
る

一
七

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

�
�平

成
十
五
年
五
月
三
十
日
付
け
島
根
県
報
号
外
第
八
十
五
号
中

(

人

事

委

員

会)

一
七

平
成
十
五
年
七
月
十
五
日
付
け
島
根
県
報
第
一
、
四
八
七
号
中

(

〃

)

一
八

������������������

�����������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

社
会
福
祉
法
人

か
し
ま
福
祉
会

社
会
福
祉
法
人

か
し
ま
福
祉
会

名

称

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
・
居
宅
介
護
事
業
者
・
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

八
束
郡
鹿
島
町
大
字
佐
陀
本
郷
七

番
地
一

八
束
郡
鹿
島
町
大
字
佐
陀
本
郷
七

番
地
一 主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

短
期
入
所
生
活
介
護

通
所
介
護

実
施
す
る
事
業

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
あ
と
む
苑

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
あ
と
む
苑

名

称

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
・
居
宅
介
護
事
業
所
・
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

八
束
郡
鹿
島
町
大
字
北
講
武
字
堀

部
八
八
五
番
地
六

八
束
郡
鹿
島
町
大
字
北
講
武
字
堀

部
八
八
五
番
地
五

所

在

地

平
成
十
五
年
四
月
一
日

平
成
十
五
年
四
月
一
日

指
定
年
月
日



島 根 県 報

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す

る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

�
�
�
�
�
�
�
�
	


	
�

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
安
林

の
指
定
を
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

保
安
林
の
所
在
場
所

飯
石
郡
掛
合
町
大
字
穴
見
七
三
二
の
一
四
、
七
三
二
の
一
五
、
七
四
四
の
三
、
七
四
五
の
五

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

一�

立
木
の
伐
採
の
方
法

�

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
島
根
県
庁
及
び
掛
合
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。)

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
安
林

の
指
定
を
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

保
安
林
の
所
在
場
所

邇
摩
郡
仁
摩
町
大
字
大
国
町
字
堀
田
ヶ
迫
二
四
一
七
の
一
、
二
四
一
七
の
三
、
二
四
二
〇
の
一
、
二

四
二
〇
の
四
、
二
四
二
一
、
二
四
二
二
、
二
四
二
三
の
三

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�

立
木
の
伐
採
の
方
法

�

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
島
根
県
庁
及
び
仁
摩
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。)

平成��年��月��日 第�����号 (�)

有
限
会
社

い
わ

み
ラ
イ
フ
セ
ン

タ
ー 事

業
者
の
名
称

通
所
介
護

指
定
し
た

事

業

ラ
イ
フ
セ
ン
タ
ー

事
業
所
の
名
称

浜
田
市
生
湯
町
一

二
六
八
―
一
〇

事
業
所
の
所
在
地

平
成
十
五
年
十
一

月
二
十
日

指
定
年
月
日



島 根 県 報

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	



森
林
法

(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
安
林

の
指
定
を
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

保
安
林
の
所
在
場
所

那
賀
郡
金
城
町
大
字
小
国
イ
九
四
五
、
イ
九
四
六

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

一�

立
木
の
伐
採
の
方
法

�

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
島
根
県
庁
及
び
金
城
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。)

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	
�



森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
安
林

の
指
定
を
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

保
安
林
の
所
在
場
所

飯
石
郡
掛
合
町
大
字
穴
見
七
七
七
の
三
、
大
字
波
多
一
八
七
九
の
一
七
、
二
三
四
五
の
一
、
二
三
四

六
の
一

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

一�

立
木
の
伐
採
の
方
法

�

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
島
根
県
庁
及
び
掛
合
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。)

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	
�



森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
安
林

の
指
定
を
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一
一�

保
安
林
の
所
在
場
所

那
賀
郡
三
隅
町
大
字
向
野
田
四
七
八
、
四
七
八
の
一
、
四
七
九
、
一
九
三
〇
、
一
九
三
二
、
一
九

三
二
の
一
、
一
九
三
三
か
ら
一
九
三
六
ま
で

二�

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三�

指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

平成��年��月��日 第�����号(�)



島 根 県 報

�

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
一�

保
安
林
の
所
在
場
所

那
賀
郡
三
隅
町
大
字
河
内
一
五
三
六
の
四
、
一
六
七
三
の
三
、
一
六
八
五
の
一

二�

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三�

指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

�

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
島
根
県
庁
及
び
三
隅
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。)

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
安
林

の
指
定
を
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一
一�

保
安
林
の
所
在
場
所

浜
田
市
後
野
町
一
六
、
三
一
の
一
、
三
一
の
二
、
三
二
の
一
、
三
二
の
二
、
一
九
九
〇
、
一
九
九

一
、
一
九
九
二
の
一
か
ら
一
九
九
二
の
四
ま
で
、
河
内
町
三
一
一
〇
の
五

二�

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三�

指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

�

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
一�

保
安
林
の
所
在
場
所

浜
田
市
上
府
町
イ
四
六
九
、
イ
四
六
九
の
一
、
イ
四
七
〇
、
イ
四
七
一
、
イ
四
七
三
、
イ
四
七
三

の
一
、
イ
四
七
四
、
イ
四
七
五
の
一
か
ら
イ
四
七
五
の
三
ま
で
、
イ
四
七
六
の
一
、
イ
四
七
六
の
二
、

イ
二
三
〇
七
の
一
か
ら
イ
二
三
〇
七
の
五
ま
で
、
イ
二
三
〇
八
の
一
か
ら
イ
二
三
〇
八
の
五
ま
で
、

竹
迫
町
二
七
八
二

二�

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三�

指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

�

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
島
根
県
庁
及
び
浜
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。)

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	
�
�

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
安
林

の
指
定
を
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。

平成��年��月��日 第�����号 (�)



島 根 県 報

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

保
安
林
の
所
在
場
所

飯
石
郡
掛
合
町
大
字
波
多
七
八
三
、
九
七
三
の
二
、
一
八
七
九
の
二
一

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

一�

立
木
の
伐
採
の
方
法

�

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
島
根
県
庁
及
び
掛
合
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。)

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
か
ら
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第

二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

益
田
市
栃
山
町
イ
二
三
〇
、
イ
二
三
〇
の
一
、
イ
二
三
〇
内
二
、
イ
二
三
一
内
一
、
イ
二
三
一
続
一
、

イ
二
四
〇
、
イ
二
四
一
、
イ
二
四
一
内
一
、
イ
二
四
一
内
二
、
イ
二
四
二
、
イ
二
四
八
、
イ
二
四
九
、

イ
二
四
九
内
一
、
イ
二
五
一
、
イ
二
五
二
、
イ
二
五
四
、
イ
五
二
九
か
ら
イ
五
三
一
ま
で
、
イ
五
四
六

の
一
、
イ
五
四
六
の
二
、
イ
五
五
一
の
二
、
イ
五
五
八
の
一
、
イ
五
五
八
の
二

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

一�

立
木
の
伐
採
の
方
法

�

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
島
根
県
庁
及
び
益
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。)

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	
�
�

次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
と
し
た
か
ら
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第

三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

簸
川
郡
佐
田
町
大
字
吉
野
字
弥
平
釜
五
五
二

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

一�

立
木
の
伐
採
の
方
法

�

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
島
根
県
庁
及
び
佐
田
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。)

平成��年��月��日 第�����号(�)



島 根 県 報

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

次
の
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
か
ら
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

百
四
十
九
号)
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
の
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
と
指
定
の
目
的

次
に
掲
げ
る
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

平
成
十
年
八
月
二
十
七
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
三
百
三
十
八
号

(

二
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

二

変
更
に
係
る
指
定
施
業
要
件

一�

立
木
の
伐
採
の
方
法

変
更
し
な
い
。

二�

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
島
根
県
庁
及
び
浜
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。)

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	
�
�

平
成
十
五
年
島
根
県
告
示
第
千
五
百
十
六
号
で
保
安
林
指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
と
さ
れ
た
次

の
保
安
林
に
つ
い
て
は
、
当
該
処
分
に
係
る
通
知
の
相
手
方
が
不
分
明
で
あ
る
の
で
、
森
林
法

(
昭
和
二

十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
通
知
の
内
容
を
広
瀬
町
役
場

に
掲
示
す
る
と
と
も
に
そ
の
要
旨
を
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
不
分
明
で
あ
る
通
知
の
相
手
方

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	
�
�

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
告
示
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
、
次
の
四

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

届
出
の
概
要

�

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

(

仮
称)

ジ
ュ
ン
テ
ン
ド
ー
新
六
日
市
店

島
根
県
鹿
足
郡
六
日
市
町
大
字
六
日
市
九
五
一
番
地

外

�

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
ジ
ュ
ン
テ
ン
ド
ー

代
表
取
締
役
社
長

飯
塚
道
正

島
根
県
益
田
市
下
本
郷
町
二
〇

六
番
地
五

株
式
会
社
サ
ン
マ
ー
ト

代
表
取
締
役

大
谷
信
夫

山
口
県
防
府
市
大
字
新
田
一
〇
二
二
番
地

三

�

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
ジ
ュ
ン
テ
ン
ド
ー

代
表
取
締
役
社
長

飯
塚
道
正

島
根
県
益
田
市
下
本
郷
町
二
〇

六
番
地
五

平成��年��月��日 第�����号 (�)

能

義

郡

名
保
安
林
の
所
在
場
所

広

瀬

町

名

(

冠
せ
ず)

布

部

大

字

二
七
九
一
の

六 地

番

白
根

一

保
安
林
の
所
有
者

不
分
明
で
あ
る
通
知
の
相
手
方

米
子
市
夜
見
町
三
〇
二
二

の
四

住

所



島 根 県 報

株
式
会
社
サ
ン
マ
ー
ト

代
表
取
締
役

大
谷
信
夫

山
口
県
防
府
市
大
字
新
田
一
〇
二
二
番
地

三
�

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
十
六
年
七
月
十
五
日

�

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

三
、
一
三
五
平
方
メ
ー
ト
ル

�

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

一�

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

一
五
三
台

店
舗
所
在
地
内

二�

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

四
〇
台

店
舗
所
在
地
内

三�

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

一
二
一
・
三
一
平
方
メ
ー
ト
ル

店
舗
建
物
内

四�

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

五
六
・
七
五
立
法
メ
ー
ト
ル

店
舗
建
物
内

�

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

一�

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

(

株
式
会
社
ジ
ュ
ン
テ
ン
ド
ー)

開
店
時
刻

午
前
九
時

閉
店
時
刻

午
後
八
時

(

株
式
会
社
サ
ン
マ
ー
ト)

開
店
時
刻

午
前
九
時
三
十
分

閉
店
時
刻

午
後
九
時

二�

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
ま
で

三�

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

二
箇
所

四�

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

(

株
式
会
社
ジ
ュ
ン
テ
ン
ド
ー)

午
前
六
時
か
ら
翌
午
前
二
時
ま
で

(

株
式
会
社
サ
ン
マ
ー
ト)

午
前
六
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で

二

届
出
年
月
日

平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日

三

届
出
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧
場
所

六
日
市
町
産
業
課

(

鹿
足
郡
六
日
市
町
大
字
六
日
市
七
五
〇
番
地)

四

意
見
書
の
提
出
先
、
意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
等

�

意
見
書
の
提
出
先

松
江
市
殿
町
一
番
地

島
根
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

�

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

一�

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

(

団
体
に
あ
っ
て
は
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所
、
法
人

に
あ
っ
て
は
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地)

二�

一�
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
の
公
表
の
意
思
の
有
無

三�

意
見
書
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

四�

意
見
の
内
容

五�

意
見
を
述
べ
る
理
由

�

そ
の
他

意
見
書
に
記
載
す
る
氏
名
は
、
自
署
に
よ
る
こ
と
。

�
�
�
�
�
�
�
�

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り

公
有
水
面
埋
立
免
許
の
出
願
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
縦
覧
場
所
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
三
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

出
願
人

広
島
県
広
島
市
中
区
小
町
四
番
三
三
号

中
国
電
力
株
式
会
社

取
締
役
社
長

白
倉
茂
生

二

埋
立
区
域
及
び
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

�
埋
立
区
域

一�

位
置

島
根
県
八
束
郡
鹿
島
町
大
字
片
句
六
六
三
番
地
四
に
接
す
る
国
有
海
浜
地
地
先
か
ら
同
所
六
五

四
番
六
六
地
先
ま
で
の
公
有
水
面

二�

区
域

平成��年��月��日 第�����号(�)
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次
の
各
地
点
の
う
ち
①
の
地
点
か
ら
④
の
地
点
ま
で
を
順
次
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
④
の
地
点

と
①
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
八
年
一
月
五
日
付
け
島
根
県
告
示
第
一
号
に
よ
る
地
籍
図
の
成
果

(

鹿

島
町
片
句
Ⅱ
、
平
成
七
年
一
二
月
一
九
日
認
証)

に
基
づ
く
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ

り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

島
根
県
八
束
郡
鹿
島
町
大
字
片
句
字
大
称
津
二
九
五
五
番
地
の
一
の
国
土
地
理
院
大

称
津
三
等
三
角
点

(

北
緯
三
五
度
三
二
分
一
秒
八
二
一
五
、
東
経
一
三
二
度
五
九
分
三

四
秒
二
七
五
五)

か
ら
三
五
八
度
二
五
分
八
秒
、
一
一
四
一
・
七
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地

点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
一
二
三
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
、
五
三
・
五
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
九
〇
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
、
四
六
五
・
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
一
八
〇
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
、
一
四
四
・
三
八
一
メ
ー
ト
ル
地
点

た
だ
し
、
次
表
に
示
す
区
域
内
に
存
在
す
る
岩
礁
一
か
ら
三
を
除
く
。
な
お
、
岩
礁
は
各
々
の

起
点
か
ら
通
過
点
を
通
り
起
点
に
至
る
平
成
八
年
一
月
五
日
付
け
島
根
県
告
示
第
一
号
に
よ
る
地

籍
図
の
成
果

(

鹿
島
町
片
句
Ⅱ
、
平
成
七
年
一
二
月
一
九
日
認
証)

に
基
づ
く
公
有
水
面
と
陸
地

と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

三�

面
積

六
七
、
五
四
八
・
二
九
平
方
メ
ー
ト
ル

�

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

一�

位
置

島
根
県
八
束
郡
鹿
島
町
大
字
片
句
九
四
四
番
地
先
か
ら
同
所
六
五
四
番
一
二
四
に
接
す
る
国
有

海
浜
地
地
先
ま
で
の
公
有
水
面
並
び
に
同
所
六
五
四
番
一
一
〇
か
ら
同
所
六
五
四
番
一
の
一
部
の

陸
域
の
区
域

二�

区
域

次
の
Ｓ
一
の
地
点
か
ら
Ｓ
六
の
地
点
ま
で
を
順
次
直
線
で
結
ん
だ
線
、
Ｓ
六
の
地
点
と
Ｓ
七
の

地
点
を
結
ぶ
平
成
八
年
一
月
五
日
付
け
島
根
県
告
示
第
一
号
に
よ
る
地
籍
図
の
成
果

(

鹿
島
町
片

句
Ⅱ
、
平
成
七
年
一
二
月
一
九
日
認
証)

に
基
づ
く
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
、
Ｓ
七
の
地

点
か
ら
Ｓ
一
〇
の
地
点
ま
で
を
順
次
直
線
で
結
ん
だ
線
、
Ｓ
一
〇
の
地
点
と
Ｓ
一
一
の
地
点
を
結

ぶ
中
国
電
力
株
式
会
社
の
敷
地
境
界
線
及
び
Ｓ
一
一
の
地
点
と
Ｓ
一
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
八
年
一

月
五
日
付
け
島
根
県
告
示
第
一
号
に
よ
る
地
籍
図
の
成
果

(

鹿
島
町
片
句
Ⅱ
、
平
成
七
年
一
二
月

一
九
日
認
証)

に
基
づ
く
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

Ｓ
一
の
地
点

島
根
県
八
束
郡
鹿
島
町
大
字
片
句
字
大
称
津
二
九
五
五
番
地
の
一
の
国
土
地
理
院

大
称
津
三
等
三
角
点

(

北
緯
三
五
度
三
二
分
一
秒
八
二
一
五
、
東
経
一
三
二
度
五
九

分
三
四
秒
二
七
五
五)

か
ら
三
四
八
度
五
二
分
四
四
秒
、
一
五
二
六
・
五
四
七
メ
ー

ト
ル
の
地
点

Ｓ
二
の
地
点

Ｓ
一
の
地
点
か
ら
三
三
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
、
二
四
四
・
二
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｓ
三
の
地
点

Ｓ
二
の
地
点
か
ら
一
二
三
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
、
三
四
九
・
七
七
三
メ
ー
ト
ル
の
地

点

Ｓ
四
の
地
点

Ｓ
三
の
地
点
か
ら
九
〇
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
、
九
六
三
・
〇
三
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｓ
五
の
地
点

Ｓ
四
の
地
点
か
ら
一
六
五
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
、
四
八
二
・
九
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地

点

Ｓ
六
の
地
点

Ｓ
五
の
地
点
か
ら
一
八
〇
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
、
三
六
一
・
三
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地

点

Ｓ
七
の
地
点

Ｓ
六
の
地
点
か
ら
二
六
七
度
〇
七
分
五
五
秒
、
七
三
〇
・
五
四
二
メ
ー
ト
ル
の
地

点

Ｓ
八
の
地
点

Ｓ
七
の
地
点
か
ら
二
七
〇
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
、
五
四
・
五
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｓ
九
の
地
点

Ｓ
八
の
地
点
か
ら
二
三
一
度
〇
〇
分
四
三
秒
、
三
三
五
・
六
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地

点

Ｓ
一
〇
の
地
点

Ｓ
九
の
地
点
か
ら
二
七
〇
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
、
四
四
〇
・
六
四
二
メ
ー
ト
ル
の

地
点

平成��年��月��日 第�����号 (�)

三 二 一 岩
礁

番
号

通
過
点
Ｇ
二
五

起
点
Ｇ
二
〇

通
過
点
Ｇ
一
六

起
点
Ｇ
一
二

通
過
点
Ｇ
七

起
点
Ｇ
一

測

点

〇
度
〇
〇
分
四
三
秒

三
五
九
度
四
五
分
四
五
秒

三
五
九
度
四
八
分
一
〇
秒

三
五
九
度
二
九
分
〇
一
秒

〇
度
一
五
分
三
八
秒

三
五
九
度
三
七
分
四
六
秒

大
称
津
三
等
三
角
点
か
ら

の
方
位
角

一
、
一
〇
一
・
五
一
〇
メ
ー
ト
ル

一
、
一
〇
三
・
五
二
九
メ
ー
ト
ル

一
、
一
一
一
・
一
七
七
メ
ー
ト
ル

一
、
一
一
一
・
七
一
五
メ
ー
ト
ル

一
、
一
〇
四
・
九
八
一
メ
ー
ト
ル

一
、
一
二
五
・
六
四
八
メ
ー
ト
ル

大
称
津
三
等
三
角
点
か
ら
の
距
離
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Ｓ
一
一
の
地
点

Ｓ
一
〇
の
地
点
か
ら
一
〇
度
五
五
分
〇
七
秒
、
七
二
七
・
二
四
七
メ
ー
ト
ル
の

地
点

三�

面
積

一
、
三
二
二
、
八
四
七
・
八
五
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
地
の
用
途

発
電
所
用
地

四

出
願
年
月
日

平
成
一
五
年
一
一
月
一
〇
日

五

縦
覧
場
所

島
根
県
土
木
部
河
川
課
及
び
鹿
島
町
役
場

�
�

肥
料
取
締
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号)

第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
東
都
市
計
画

整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催
す
る

の
で
、
島
根
県
都
市
計
画
公
聴
会
規
則

(

昭
和
四
十
五
年
島
根
県
規
則
第
一
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

開
催
日
時

平
成
十
五
年
十
二
月
十
六
日

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

二

開
催
場
所

大
原
郡
大
東
町
大
字
大
東
一
〇
九
四
番
地

大
東
町
民
体
育
館

三

都
市
計
画
の
案
の
概
要

大
東
都
市
計
画
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
を
参
考
図
書
の
と
お
り
定
め
、
そ
の
概
要
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

�

都
市
計
画
の
目
標

生
活
を
主
眼
に
お
い
て
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
、
若
年
層
に
と
っ
て
魅
力
の
あ
る
賑
わ
い
の
あ
る

市
街
地
の
整
備
や
、
子
供
や
高
齢
者
が
安
心
し
て
生
活
で
き
る
生
活
環
境
の
整
備
や
医
療
・
福
祉
機

能
の
充
実
を
図
っ
て
い
く
も
の
と
す
る
。

�

区
域
区
分
の
決
定
の
有
無

本
都
市
計
画
区
域
に
区
域
区
分
を
定
め
な
い
。

�

主
要
な
都
市
計
画
の
決
定
の
方
針

一�

土
地
利
用
の
方
針

�

主
要
用
途
の
配
置
の
方
針

都
市
及
び
自
然
環
境
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
将
来
に
お
け
る
土
地
利
用
を
総
合
的
に
勘
案

し
、
住
宅
地
、
商
業
業
務
地
、
工
業
地
の
各
配
置
方
針
に
つ
い
て
定
め
る
。

�

土
地
利
用
の
方
針

｢

居
住
環
境
の
改
善
又
は
維
持｣

、｢

優
良
な
農
地
と
の
健
全
な
調
和
に
関
す
る
方
針｣

｢

災

害
防
止
の
観
点
か
ら
必
要
な
市
街
化
の
抑
制｣

の
そ
れ
ぞ
れ
に
関
す
る
土
地
利
用
の
方
針
を
定

め
る
。

二�

都
市
施
設
の
整
備
の
方
針

�

交
通
施
設

平成��年��月��日 第�����号(�)

島
肥
登

第
四
百
号

登
録
番
号

混
合
有
機

質
肥
料

肥
料
の

種
類

ス
ー
パ
ー

地
力
の
素

肥
料
の

名
称

窒
素
全
量

三
・
〇

り
ん
酸
全
量

四
・
〇

加
里
全
量

二
・
〇

保
証
成
分
量

(

％)

公
定
規
格

の
と
お
り

そ
の
他
の

規
格

株
式
会
社
地

力
の
素
舎

島
根
県
八
束

郡
玉
湯
町
大

字
玉
造
一
四

二
〇
番
地
七

生
産
業
者
の

氏
名
又
は
名

称
及
び
住
所

平
成
十
八
年

十
一
月
十
三

日 登
録
有
効

期
限
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広
域
都
市
圏
の
連
携
を
支
え
る
幹
線
道
路
の
早
期
整
備
や
、
中
心
市
街
地
と
各
地
区
を
結
ぶ

補
助
幹
線
道
路
の
整
備
を
図
る
と
と
も
に
、
公
共
交
通
の
拠
点
づ
く
り
を
行
う
。

ま
た
、
整
備
水
準
の
目
標
と
し
て
、
用
途
地
域
内
に
お
け
る
幹
線
道
路
は
、
お
お
む
ね
二
十

年
後
ま
で
に
は
、
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
四
・
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
確
保
す
る
こ
と
を

目
標
と
し
て
整
備
を
進
め
る
。

�

下
水
道
及
び
河
川

ア

基
本
方
針

下
水
道
に
つ
い
て
は
、
市
街
地
部
に
お
い
て
公
共
下
水
道
や
終
末
処
理
場
の
整
備
を
行
う

と
と
も
に
、
集
落
地
に
お
い
て
は
、
合
併
処
理
浄
化
槽
の
設
置
を
促
進
す
る
。

河
川
に
つ
い
て
は
、
河
川
改
修
を
積
極
的
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
流
域
が
本
来
有
し
て

い
る
農
地
や
山
林
等
の
保
水
・
遊
水
機
能
を
確
保
す
る
な
ど
の
総
合
的
な
治
水
対
策
を
講
ず

る
も
の
と
す
る
。

イ

整
備
水
準
の
目
標

下
水
道
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
度
末
の
下
水
道
普
及
率
を
約
八
十
六
パ
ー
セ
ン
ト

と
す
る
。

河
川
に
つ
い
て
は
、
治
水
安
全
度
の
低
い
河
川
に
つ
い
て
重
点
的
に
河
川
改
修
を
進
め
、

地
域
の
実
情
に
応
じ
た
治
水
安
全
度
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
標
に
整
備
す
る
。

�

そ
の
他
の
都
市
施
設

公
共
公
益
施
設
の
集
積
や
、
保
健
・
福
祉
医
療
機
能
強
化
、
文
化
・
教
育
・
ス
ポ
ー
ツ
施
設

の
充
実
を
図
り
、
機
能
的
で
利
便
性
の
高
い
ま
ち
づ
く
り
を
行
う
。

三�

市
街
地
開
発
事
業
の
方
針

既
存
の
市
街
地
と
連
携
し
、
ま
ち
の
新
た
な
顔
と
な
る
市
街
地
形
成
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
大
木
原
地
区
に
お
い
て
土
地
区
画
整
理
事
業
を
行
う
。

四�

自
然
的
環
境
の
整
備
又
は
保
全
の
方
針

�

基
本
方
針

現
在
残
っ
て
い
る
豊
か
な
自
然
環
境
を
今
後
も
積
極
的
に
保
全
・
活
用
す
る
と
と
も
に
、
市

街
地
や
集
落
地
に
不
足
し
て
い
る
公
園
緑
地
の
整
備
を
進
め
、
ゆ
と
り
と
潤
い
の
あ
る
住
環
境

整
備
を
図
る
。

�

緑
地
の
確
保
水
準

ア

緑
地
の
確
保
目
標
水
準

平
成
三
十
二
年
に
お
け
る
緑
地
の
確
保
は
、
将
来
市
街
地
面
積
に
対
す
る
割
合
を
約
九
パ
ー

セ
ン
ト
、
お
お
む
ね
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
す
る
。

イ

都
市
公
園
等
の
施
設
と
し
て
整
備
す
べ
き
目
標
水
準

平
成
三
十
二
年
に
お
い
て
都
市
公
園
等
の
施
設
と
し
て
整
備
す
べ
き
緑
地
は
、
都
市
計
画

区
域
内
人
口
一
人
当
た
り
三
十
六
平
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

四

公
述
の
申
出
等

�

意
見
申
出
書
の
提
出

公
聴
会
に
出
席
し
て
前
記
案
件
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
に
準
じ
て

作
成
し
た
意
見
申
出
書
一
通
を
平
成
十
五
年
十
二
月
九
日
ま
で
に
、
松
江
市
殿
町
八
番
地
島
根
県
土

木
部
都
市
計
画
課
へ
到
着
す
る
よ
う
提
出
す
る
こ
と
。

�

公
述
人

知
事
は
、
公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
で
同
趣
旨
の
意
見
の
者
が
多
数
で
あ
る

と
き
は
、
公
述
人
を
選
定
し
て
そ
の
旨
を
本
人
に
通
知
す
る
。

�

参
考
図
書
及
び
参
考
付
図
は
、
登
載
を
省
略
し
、
島
根
県
庁
、
大
東
町
役
場
に
備
え
て
縦
覧
に
供

す
る
。

五

公
聴
会
の
中
止

公
述
の
申
し
出
が
な
か
っ
た
場
合
、
公
聴
会
は
中
止
す
る
。
中
止
す
る
場
合
は
島
根
県
庁
、
木
次
土

木
建
築
事
務
所
及
び
大
東
町
役
場
へ
掲
示
等
に
よ
り
事
前
に
周
知
す
る
こ
と
と
す
る
。

六

公
聴
会
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

島
根
県
土
木
部
都
市
計
画
課

電
話

(

〇
八
五
二)

二
二
―
五
二
一
一

平成��年��月��日 第�����号 (��)
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都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
加
茂
都
市
計
画

整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催
す
る

の
で
、
島
根
県
都
市
計
画
公
聴
会
規
則

(

昭
和
四
十
五
年
島
根
県
規
則
第
一
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

開
催
日
時

平
成
十
五
年
十
二
月
十
六
日

午
後
七
時
か
ら

二

開
催
場
所

大
原
郡
加
茂
町
大
字
加
茂
中
一
〇
四
〇
番
地
一

な
か
よ
し
ホ
ー
ル

三

都
市
計
画
の
案
の
概
要

加
茂
都
市
計
画
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
を
参
考
図
書
の
と
お
り
定
め
、
そ
の
概
要
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

�

都
市
計
画
の
目
標

本
区
域
の
松
江
・
出
雲
圏
へ
の
近
接
性
と
立
地
条
件
を
背
景
と
し
、
さ
ら
に
、
豊
か
な
自
然
環
境

を
活
用
し
、
今
後
と
も
、
居
住
環
境
の
整
備
・
充
実
を
図
り
、
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
も
の
と

す
る
。

�

区
域
区
分
の
決
定
の
有
無

本
都
市
計
画
区
域
に
区
域
区
分
を
定
め
な
い
。

�

主
要
な
都
市
計
画
の
決
定
の
方
針

一�

土
地
利
用
の
方
針

�

主
要
用
途
の
配
置
の
方
針

現
在
、
本
区
域
は
都
市
計
画
用
途
地
域
を
指
定
し
て
い
な
い
た
め
、
現
状
の
土
地
利
用
状
況

を
踏
ま
え
、
都
市
及
び
自
然
環
境
に
配
慮
し
な
が
ら
、
将
来
に
お
け
る
土
地
利
用
の
方
針
に
つ

い
て
定
め
る
。

二�

都
市
施
設
の
整
備
の
方
針

�

交
通
施
設

Ｊ
Ｒ
加
茂
中
駅
に
お
け
る
交
通
結
節
機
能
の
強
化
に
よ
る
バ
ス
の
利
便
性
向
上
や
赤
川
左
右

岸
の
ア
ク
セ
ス
強
化
の
た
め
橋
梁
へ
の
歩
道
設
置
等
、
歩
道
の
整
備
や
バ
リ
ヤ
フ
リ
ー
加
の
推

進
、
中
心
市
街
地
の
再
生
に
資
す
る
街
路
整
備
等
を
基
本
方
針
に
交
通
体
系
の
整
備
を
推
進
す

る
。

�

下
水
道
及
び
河
川

ア

基
本
方
針

河
川
に
つ
い
て
は
、
赤
川
の
河
川
整
備
等
に
よ
り
、
一
定
の
治
水
安
全
度
が
確
保
さ
れ
て

い
る
が
、
水
害
に
強
い
安
全
な
都
市
を
形
成
す
る
た
め
に
、
流
域
が
本
来
有
し
て
い
る
農
地

や
山
林
等
の
保
水
・
遊
水
機
能
を
確
保
す
る
な
ど
の
総
合
的
な
治
水
対
策
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。

三�

自
然
的
環
境
の
整
備
又
は
保
全
の
方
針

�

基
本
方
針

本
都
市
計
画
区
域
の
有
す
る
恵
ま
れ
た
自
然
的
環
境
を
活
か
し
、
さ
ら
に
快
適
な
魅
力
あ
る

平成��年��月��日 第�����号(��)

別記様式

意 見 申 出 書

平成��年��月��日付けの県報で公告された都市計画の案につ
いて､ 次のとおり意見を申し出ます｡

平成��年 月 日

島根県知事 澄 田 信 義 様

住 所 (電話 )

氏 名
(ふりがな)

�

① 意見の公述を希望する都市計画区域名
大東都市計画区域

② 意見の公述を希望する都市計画原案の種類
都市計画区域の整備､ 開発及び保全の方針 (都市計画区
域マスタープラン)

意見の要旨 別紙のとおり

意見の要旨の記載に当たっての留意事項
�. 意見の要旨及びその理由を具体的かつ簡明に記載するこ
と｡

�. 様式は自由であるが､ 	

字詰め原稿用紙�枚以内程度
とすること｡



島 根 県 報

ま
ち
づ
く
り
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
方
針
に
基
づ
き
、
緑
地
の
保
全
及
び
整
備
を
進
め
て

い
く
も
の
と
す
る
。

�

緑
地
の
確
保
水
準

ア

都
市
公
園
等
の
施
設
と
し
て
整
備
す
べ
き
目
標
水
準

平
成
三
十
二
年
に
お
い
て
都
市
公
園
等
の
施
設
と
し
て
整
備
す
べ
き
緑
地
は
、
都
市
計
画

区
域
内
人
口
一
人
当
た
り
四
十
四
平
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

四

公
述
の
申
出
等

�

意
見
申
出
書
の
提
出

公
聴
会
に
出
席
し
て
前
記
案
件
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
に
準
じ
て

作
成
し
た
意
見
申
出
書
一
通
を
平
成
十
五
年
十
二
月
九
日
ま
で
に
、
松
江
市
殿
町
八
番
地
島
根
県
土

木
部
都
市
計
画
課
へ
到
着
す
る
よ
う
提
出
す
る
こ
と
。

�

公
述
人

知
事
は
、
公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
で
同
趣
旨
の
意
見
の
者
が
多
数
で
あ
る

と
き
は
、
公
述
人
を
選
定
し
て
そ
の
旨
を
本
人
に
通
知
す
る
。

�

参
考
図
書
及
び
参
考
付
図
は
、
登
載
を
省
略
し
、
島
根
県
庁
、
加
茂
町
役
場
に
備
え
て
縦
覧
に
供

す
る
。

五

公
聴
会
の
中
止

公
述
の
申
し
出
が
な
か
っ
た
場
合
、
公
聴
会
は
中
止
す
る
。
中
止
す
る
場
合
は
島
根
県
庁
、
木
次
土

木
建
築
事
務
所
及
び
加
茂
町
役
場
へ
掲
示
等
に
よ
り
事
前
に
周
知
す
る
こ
と
と
す
る
。

六

公
聴
会
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

島
根
県
土
木
部
都
市
計
画
課

電
話

(

〇
八
五
二)

二
二
―
五
二
一
一

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
川
本
都
市
計
画

整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催
す
る

の
で
、
島
根
県
都
市
計
画
公
聴
会
規
則

(

昭
和
四
十
五
年
島
根
県
規
則
第
一
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

開
催
日
時

平
成
十
五
年
十
二
月
十
八
日

午
後
六
時
か
ら

二

開
催
場
所

邑
智
郡
川
本
町
大
字
川
本
五
四
五
番
地
一

川
本
町
役
場

三

都
市
計
画
の
案
の
概
要

平成��年��月��日 第�����号 (��)

別記様式

意 見 申 出 書

平成��年��月��日付けの県報で公告された都市計画の案につ
いて､ 次のとおり意見を申し出ます｡

平成��年 月 日

島根県知事 澄 田 信 義 様

住 所 (電話 )

氏 名
(ふりがな)

�

① 意見の公述を希望する都市計画区域名
加茂都市計画区域

② 意見の公述を希望する都市計画原案の種類
都市計画区域の整備､ 開発及び保全の方針 (都市計画区
域マスタープラン)

意見の要旨 別紙のとおり

意見の要旨の記載に当たっての留意事項
�. 意見の要旨及びその理由を具体的かつ簡明に記載するこ
と｡

�. 様式は自由であるが､ 	

字詰め原稿用紙�枚以内程度
とすること｡
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川
本
都
市
計
画
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
を
参
考
図
書
の
と
お
り
定
め
、
そ
の
概
要
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

�
都
市
計
画
の
目
標

地
域
産
業
の
創
出
に
よ
る
活
気
に
満
ち
た
都
市
づ
く
り
を
進
め
る
と
共
に
、
安
全
で
快
適
な
生
活

環
境
の
形
成
に
住
み
や
す
い
、
美
し
く
豊
か
な
自
然
を
活
か
し
た
都
市
づ
く
り
を
目
指
す
。

�

区
域
区
分
の
決
定
の
有
無

本
都
市
計
画
区
域
に
区
域
区
分
を
定
め
な
い
。

�

主
要
な
都
市
計
画
の
決
定
の
方
針

一�

土
地
利
用
の
方
針

�

主
要
用
途
の
配
置
の
方
針

都
市
及
び
自
然
環
境
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
将
来
に
お
け
る
土
地
利
用
を
総
合
的
に
勘
案

し
、
住
宅
地
、
商
業
業
務
地
の
各
配
置
方
針
を
定
め
る
。

�

土
地
利
用
の
方
針

｢

用
途
転
換
、
用
途
純
化
又
は
用
途
の
複
合
化
に
関
す
る
方
針｣

、

｢

居
住
環
境
の
改
善
又

は
維
持｣

｢

災
害
防
止
の
観
点
か
ら
必
要
な
市
街
化
の
抑
制｣

、｢

自
然
環
境
形
成
の
観
点
か

ら
必
要
な
保
全｣

、｢

計
画
的
な
都
市
的
土
地
利
用
の
実
現｣
の
そ
れ
ぞ
れ
に
関
す
る
土
地
利

用
の
方
針
を
定
め
る
。

二�

都
市
施
設
の
整
備
の
方
針

�

交
通
施
設

国
道
二
六
一
号
や
主
要
地
方
道
等
広
域
幹
線
を
主
軸
と
し
た
広
域
交
通
網
や
、
市
街
地
内
幹

線
道
路
網
の
整
備
を
進
め
る
と
と
も
に
、
公
共
交
通
機
関
の
充
実
を
図
る
。

ま
た
、
整
備
水
準
の
目
標
と
し
て
、
用
途
地
域
内
に
お
け
る
幹
線
道
路
は
、
お
お
む
ね
二
十

年
後
ま
で
に
は
、
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
四
・
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
確
保
す
る
こ
と
を

目
標
と
し
て
整
備
を
進
め
る
。

�

下
水
道
及
び
河
川

ア

基
本
方
針

下
水
道
に
つ
い
て
は
、
全
域
の
下
水
道
整
備
を
早
期
に
図
る
と
と
も
に
、
近
年
の
都
市
化

に
よ
り
、
浸
水
被
害
の
お
そ
れ
が
あ
る
市
街
地
等
に
お
い
て
は
、
下
水
道
に
よ
る
雨
水
対
策

も
併
せ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

河
川
に
つ
い
て
は
、
洪
水
の
安
全
な
流
下
を
図
る
た
め
の
河
道
改
修
等
に
よ
り
下
流
の
洪

水
の
軽
減
を
図
る
も
の
と
す
る
。

イ

整
備
水
準
の
目
標

下
水
道
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
度
末
の
下
水
道
普
及
率
を
約
五
七
パ
ー
セ
ン
ト
と

す
る
。

�

そ
の
他
の
都
市
施
設

供
給
処
理
施
設
、
教
育
施
設
、
医
療
施
設
、
社
会
福
祉
施
設
、
そ
の
他
都
市
施
設
に
つ
い
て

は
、
既
存
施
設
の
有
効
活
用
に
努
め
る
ほ
か
、
設
備
の
近
代
化
を
進
め
、
市
街
化
の
動
向
、
人

口
の
変
動
等
に
対
応
し
、
必
要
に
応
じ
た
施
設
の
整
備
を
図
る
。

三�

市
街
地
開
発
事
業
の
方
針

治
水
対
策
と
都
市
基
盤
整
備
を
円
滑
に
進
め
て
い
く
上
で
、
土
地
区
画
整
理
事
業
等
市
街
地
開

発
事
業
を
促
進
す
る
と
共
に
、
良
好
な
都
市
環
境
を
築
き
、
新
し
い
魅
力
あ
る
中
心
市
街
地
を
形

成
す
る
た
め
、
市
街
地
開
発
事
業
等
に
よ
る
整
備
を
進
め
る
。

四�

自
然
的
環
境
の
整
備
又
は
保
全
の
方
針

�

基
本
方
針

江
の
川
を
始
め
と
す
る
豊
か
な
自
然
環
境
に
包
ま
れ
た
環
境
を
保
全
し
、
地
域
住
民
の
日
常

生
活
に
お
け
る
憩
い
の
場
や
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
、
歴
史
風
土
に
接
す
る
環
境
の
形
成
等
、
地

域
資
源
と
し
て
活
用
し
て
い
く
た
め
、
本
区
域
の
自
然
的
環
境
の
整
備
・
保
全
を
図
る
も
の
と

す
る
。

�

緑
地
の
確
保
水
準

ア

緑
地
の
確
保
目
標
水
準

平
成
三
十
二
年
に
お
け
る
緑
地
の
確
保
は
、
将
来
市
街
地
面
積
に
対
す
る
割
合
を
約
八
パ
ー

セ
ン
ト
、
お
お
む
ね
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
す
る
。

イ

都
市
公
園
等
の
施
設
と
し
て
整
備
す
べ
き
目
標
水
準

平
成
三
十
二
年
に
お
い
て
都
市
公
園
等
の
施
設
と
し
て
整
備
す
べ
き
緑
地
は
、
都
市
計
画

区
域
内
人
口
一
人
当
た
り
八
十
一
平
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

四

公
述
の
申
出
等

�

意
見
申
出
書
の
提
出

公
聴
会
に
出
席
し
て
前
記
案
件
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
に
準
じ
て

平成��年��月��日 第�����号(��)



島 根 県 報

作
成
し
た
意
見
申
出
書
一
通
を
平
成
十
五
年
十
二
月
十
一
日
ま
で
に
、
松
江
市
殿
町
八
番
地
島
根
県

土
木
部
都
市
計
画
課
へ
到
着
す
る
よ
う
提
出
す
る
こ
と
。

�
公
述
人

知
事
は
、
公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
で
同
趣
旨
の
意
見
の
者
が
多
数
で
あ
る

と
き
は
、
公
述
人
を
選
定
し
て
そ
の
旨
を
本
人
に
通
知
す
る
。

�

参
考
図
書
及
び
参
考
付
図
は
、
登
載
を
省
略
し
、
島
根
県
庁
、
川
本
町
役
場
に
備
え
て
縦
覧
に
供

す
る
。

五

公
聴
会
の
中
止

公
述
の
申
し
出
が
な
か
っ
た
場
合
、
公
聴
会
は
中
止
す
る
。
中
止
す
る
場
合
は
島
根
県
庁
、
川
本
土

木
建
築
事
務
所
及
び
川
本
町
役
場
へ
掲
示
等
に
よ
り
事
前
に
周
知
す
る
こ
と
と
す
る
。

六

公
聴
会
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

島
根
県
土
木
部
都
市
計
画
課

電
話

(

〇
八
五
二)

二
二
―
五
二
一
一

�
�

�
�

�
�

�

県
立
学
校
の
組
織
編
制
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

島
根
県
教
育
委
員
会
委
員
長

中

村

俊

郎

�
	


�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

県
立
学
校
の
組
織
編
制
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

県
立
学
校
の
組
織
編
制
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
三
年
島
根
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平成��年��月��日 第�����号 (��)

別記様式

意 見 申 出 書

平成��年��月��日付けの県報で公告された都市計画の案につ
いて､ 次のとおり意見を申し出ます｡

平成��年 月 日

島根県知事 澄 田 信 義 様

住 所 (電話 )

氏 名
(ふりがな)

�

① 意見の公述を希望する都市計画区域名
川本都市計画区域

② 意見の公述を希望する都市計画原案の種類
都市計画区域の整備､ 開発及び保全の方針 (都市計画区
域マスタープラン)

意見の要旨 別紙のとおり

意見の要旨の記載に当たっての留意事項
�. 意見の要旨及びその理由を具体的かつ簡明に記載するこ
と｡

	. 様式は自由であるが､ �

字詰め原稿用紙	枚以内程度
とすること｡

別
表
第
一
島
根
県
立
安
来
高
等
学
校
の
部
中

｢

｣

を

二
四
〇

二
四
〇

二
四
〇

｢

｣

に
改
め
、
同
表
島
根
県
立
情
報
科
学
高
等
学
校
の
部
中

二
〇
〇

二
四
〇

二
四
〇

｢

｣

を

マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
科

情

報

処

理

科

四
〇
四
〇

八
〇

八
〇

｢

｣

に
改
め
、
同
表
島
根
県
立
松
江
北
高
等
学
校

マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
科

情

報

処

理

科

四
〇
四
〇

四
〇
四
〇

八
〇

の
部
中

｢

｣

を

｢

｣

に
改
め
、
同
表
島
根

三
二
〇

三
二
〇

三
六
〇

三
二
〇

三
二
〇

三
二
〇

県
立
松
江
南
高
等
学
校
の
部
中

｢

｣

を

三
二
〇

三
二
〇

三
六
〇

｢

｣

に
改
め
、
同
表
島
根
県
立
松
江
東
高
等
学
校
の
部
中

三
二
〇

三
二
〇

三
二
〇

｢

｣

を

｢

｣

に
改
め
、
同
表
島
根
県
立
松

二
八
〇

三
二
〇

三
二
〇

二
八
〇

二
八
〇

三
二
〇



島 根 県 報平成��年��月��日 第�����号(��)

江
工
業
高
等
学
校
の
部
中

｢

｣

を

工
業
化
学
科

四
〇

四
〇

｢

｣

に
改
め
、
同
表
島
根
県
立
松
江
商
業
高
等
学
校

工
業
化
学
科

四
〇

の
部
中

｢

｣

を

会

計

科

国
際
経
済
科

四
〇
四
〇

四
〇
四
〇

四
〇
四
〇

｢

｣

に
改
め
、
同
表
島
根
県
立
三
刀
屋
高
等
学
校
の

国
際
ビ
ジ
ネ
ス
科

会

計

科

国
際
経
済
科

四
〇

四
〇
四
〇

四
〇
四
〇

部
中

｢

｣

を

普

通

科

二
〇
〇

二
〇
〇

二
〇
〇

｢

｣

に
改
め
、
同
表
島
根
県
立
出
雲
高
等
学
校
の
部

総

合

学

科

普

通

科

二
〇
〇

二
〇
〇

二
〇
〇

中

｢

｣

を

｢

｣
に
、

三
六
〇

三
六
〇

三
六
〇

三
二
〇

三
六
〇

三
六
〇

｢

｣

を

衛
生
看
護
科

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

｢

｣

に
改
め
、
同
表
島
根
県
立
出
雲
農
林

衛
生
看
護
科

四
〇

四
〇

四
〇

高
等
学
校
の
部
中

｢

｣

を

生
産
環
境
科

四
〇

四
〇

四
〇

｢

｣

に
改
め
、
同
表
島
根
県
立
大
田
高
等
学
校
の
部

環
境
科
学
科

生
産
環
境
科

四
〇

四
〇

四
〇

中

｢

｣

を

｢

｣

に
改
め
、
同
表
島
根
県
立

二
〇
〇

一
六
〇

二
〇
〇

一
六
〇

二
〇
〇

一
六
〇

川
本
高
等
学
校
の
部
中

｢

｣

を

｢

｣

に
改

八
〇

八
〇

一
二
〇

八
〇

八
〇

八
〇

め
、
同
表
島
根
県
立
浜
田
高
等
学
校
の
部
中

｢

｣

を

二
八
〇

二
八
〇

二
八
〇

｢

｣

に
改
め
、
同
表
島
根
県
立
浜
田
水
産
高
等
学
校
の
部
中

二
四
〇

二
八
〇

二
八
〇

｢

｣

を

食
品
流
通
科

流
通
経
営
科

食
品
科
学
科

四
〇

四
〇
四
〇

四
〇
四
〇

｢

｣

に
改
め
、
同
表
島
根
県
立
益
田
高
等
学
校
の
部

食
品
流
通
科

流
通
経
営
科

食
品
科
学
科

四
〇

四
〇

四
〇
四
〇

中

｢

｣

を

｢

｣

に
改
め
、
同
表
島
根
県
立

二
〇
〇

二
〇
〇

二
〇
〇

一
六
〇

二
〇
〇

二
〇
〇

吉
賀
高
等
学
校
の
部
中

｢

｣

を

｢

｣

に

八
〇

八
〇

八
〇

四
〇

四
〇

八
〇

改
め
、
同
表
島
根
県
立
津
和
野
高
等
学
校
の
部
中

｢

｣

を

四
〇

四
〇

｢

｣

に
改
め
、
同
表
島
根
県
立
隠
岐
水
産
高
等
学
校
の
部
中

四
〇

｢

｣

を

海
洋
生
産
科

海
洋
シ
ス
テ
ム
科

水
産
製
造
科

機

関

科

漁

業

科

四
〇
四
〇

四
〇
四
〇
四
〇

四
〇
四
〇
四
〇



島 根 県 報

別
表
第
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

�
�
�
�
(

第
三
条
関
係)

�
�

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

島
根
県
立
高
等
学
校
通
学
区
域
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

島
根
県
教
育
委
員
会
委
員
長

中

村

俊

郎

�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�

島
根
県
立
高
等
学
校
通
学
区
域
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

島
根
県
立
高
等
学
校
通
学
区
域
規
程

(

昭
和
二
十
五
年
島
根
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
四
中

別
表
第
八
中

平成��年��月��日 第�����号 (��)
｢

｣

に
改
め
る
。

海
洋
生
産
科

海
洋
シ
ス
テ
ム
科

水
産
製
造
科

機

関

科

漁

業

科

四
〇
四
〇

四
〇
四
〇

四
〇
四
〇
四
〇

島
根
県
立
江
津

清
和
養
護
学
校

島
根
県
立
松
江

清
心
養
護
学
校

島
根
県
立
隠
岐

養
護
学
校

島
根
県
立
益
田

養
護
学
校

島
根
県
立
浜
田

養
護
学
校

島
根
県
立
石
見

養
護
学
校

島
根
県
立
出
雲

養
護
学
校

島
根
県
立
松
江

養
護
学
校

学

校

名

中
学
部

小
学
部

中
学
部

小
学
部

中
学
部

小
学
部

中
学
部

小
学
部

中
学
部

小
学
部

中
学
部

小
学
部

中
学
部

小
学
部

中
学
部

小
学
部

小
学
部
及

び
中
学
部

普
通
科

普
通
科

普
通
科

普
通
科

普
通
科

普
通
科

普
通
科

普
通
科

学

科

高

等

部

重
複
障
害
学
級

単
一
障
害
学
級

訪

問

学

級

重
複
障
害
学
級

単
一
障
害
学
級

重
複
障
害
学
級

重
複
障
害
学
級

単
一
障
害
学
級

重
複
障
害
学
級

単
一
障
害
学
級

訪

問

学

級

重
複
障
害
学
級

単
一
障
害
学
級

重
複
障
害
学
級

単
一
障
害
学
級

重
複
障
害
学
級

単
一
障
害
学
級

学
級
区
分

六 八

三

六 八 三 三 八 三 八

三

三 八 六
一
六 六

一
六

第
一
学
年

三 六 八 三 三 八 三 八 三 八 六
一
六 六

二
四

第
二
学
年

三 六 八 三 三 八 三 八 三 八 六
一
六 六

一
六

第
三
学
年

島
根
県
立
松
江

緑
が
丘
養
護
学

校

中
学
部

小
学
部

普
通
科

訪

問

学

級

重
複
障
害
学
級

単
一
障
害
学
級

三

三 八

三 八

三 八

｢

｣

を

｢

｣

に
改
め
る
。

県
立
情
報
科
学
高
等
学
校

県
立
松
江
商
業
高
等
学
校

情
報
処
理
科
、
会
計
科
及
び
国

際
経
済
科

県
立
出
雲
商
業
高
等
学
校

情
報
処
理
科
及
び
国
際
経
済
科

県

立

川

本

高

等

学

校

県
立
浜
田
商
業
高
等
学
校

国
際
情
報
ビ
ジ
ネ
ス
科
及
び
情

報
処
理
科

県
立
情
報
科
学
高
等
学
校

県
立
松
江
商
業
高
等
学
校

情
報
処
理
科
及
び
国
際
ビ
ジ
ネ

ス
科

県
立
出
雲
商
業
高
等
学
校

情
報
処
理
科
及
び
国
際
経
済
科

県

立

川

本

高

等

学

校

県
立
浜
田
商
業
高
等
学
校

国
際
情
報
ビ
ジ
ネ
ス
科
及
び
情

報
処
理
科



島 根 県 報

�
�

�

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
島
根
県
立
高
等
学
校
通
学
区
域
規
程
は
、
平
成
十
六
年
度
以
降
島
根
県

立
高
等
学
校
に
入
学
し
よ
う
と
す
る
者
に
適
用
す
る
。

�
�

�
�

�
�

�

島
根
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
代
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
｡

平
成
��年

��月
��日

島
根
県
公
安
委
員
会
委
員
長

森
�

�
璋

�
�
�
�
�
�
�
�
	


��

島
根
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
代
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

島
根
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
代
行
に
関
す
る
規
則
(平
成
��年
島
根
県
公
安
委
員
会

規
則
第
�
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

別
表
少
年
指
導
委
員
規
則
の
項
及
び
島
根
県
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
の
項
を
削
り
､
同

表
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
意
見
の
聴
取
の
実
施
に
関
す
る
規
則

の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

�
	

こ
の
規
則
は
､
平
成
��年

��月
	
日
か
ら
施
行
す
る
｡

	



平
成
十
五
年
五
月
三
十
日
付
け
島
根
県
報
号
外
第
八
五
号
中
に
誤
り
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
よ
う
に
訂

正
す
る
。

平成��年��月��日 第�
���号(��)
｢

｣

を

｢

｣

に
改
め
る
。

県
立
松
江
農
林
高
等
学
校

県

立

邇

摩

高

等

学

校

県
立
益
田
産
業
高
等
学
校

県
立
松
江
農
林
高
等
学
校

県
立
三
刀
屋
高
等
学
校

県

立

邇

摩

高

等

学

校

県
立
益
田
産
業
高
等
学
校

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利

用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制

等
に
関
す
る
法
律
(平
成
��年
法
律
第

�号
)

第
��条

第
��条

報
告
の
徴
収

是
正
命
令

島
根
県
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す

る
条
例
(昭
和
��年
島
根
県
条
例
第
��

号
)

少
年
指
導
委
員
規
則
(昭
和
��年
国
家

公
安
委
員
会
規
則
第
�
号
)

第
��条
第
�
項

第
��条
第
�
項

第
��条
第
	
項

第
�
条

第
�
条
第
�
項

第
�
条
第
	
項

第
�
条
第
�
項

第
�
条
第
	
項

報
告
の
徴
収
及
び
立
入
調
査
等

変
更
及
び
廃
止
届
出
の
受
理

利
用
カ
ー
ド
自
動
販
売
機
の
設
置

等
の
届
出
の
受
理

解
嘱
理
由
の
通
知
及
び
弁
明
の
機

会
付
与

指
導
の
実
施

講
習
の
実
施

関
係
住
民
へ
の
周
知

活
動
区
域
の
設
定

一
ペ
ー
ジ

上 段

始
め
か
ら
五

行

島
根
県
人
事
委
員
会
規
則

第
十
七
号

誤

島
根
県
人
事
委
員
会
規
則

第
十
八
号

正



平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日
印
刷

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日
発
行

発
行
者

島

根

県

発
行
所

松
江
市
殿
町

島

根

県

庁

印

刷

松
江
市
学
園
南

松
陽
印
刷
所

定
価
一
箇
月

金
二
千
四
百
二
十
円

(

送
料
共)

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

島 根 県 報

平
成
十
五
年
七
月
十
五
日
付
け
島
根
県
報
第
一
、
四
八
七
号
中
に
誤
り
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
よ
う
に

訂
正
す
る
。

平成��年��月��日 第�����号 (��)

五
ペ
ー
ジ

上 段

終
り
か
ら
一

行

島
根
県
人
事
委
員
会
規
則

第
十
八
号

誤

島
根
県
人
事
委
員
会
規
則

第
十
九
号

正


